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令和６年広審第４号 

裁    決 

貨物船ＡモーターボートＢ衝突事件 

 

受  審  人  ａ  

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 四級海技士（航海） 

受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

本件について、当海難審判所は、理事官岸尾光一及び同官江頭英夫出

席のうえ審理し、次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａの四級海技士（航海）の業務を２か月停止する。 

受審人ｂを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和５年８月６日２２時１８分僅か過ぎ 

愛媛県波妻ノ鼻南西方沖合  

２ 船舶の要目  

  船 種 船 名 貨物船Ａ        モーターボートＢ 
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  総 ト ン 数 ６９８トン       ４.９トン 

  全 長 ７３.８３メートル   １２.１５メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関       ディーゼル機関 

   出 力 １,４７１キロワット  ２７９キロワット 

３ 事実の経過 

(1) Ａの設備及び操縦性能 

Ａは、平成６年１１月に進水し、バウスラスターを装備した船尾

船橋型の鋼製砂利採取運搬船で、操舵室前部中央に操舵スタンド、

その右舷側に機関遠隔操縦装置、左舷側に１号レーダー及び２号レ

ーダーをそれぞれ備えていた。 

操縦性能は、海上公試運転成績書（船体部）によると、船首喫水

１.７２４メートル船尾喫水３.７７１メートルの状態において、速

力１２.７４３ノットで前進中、左舵及び右舵各３５度をとったと

き、最大縦距が１１８メートル及び１２２メートル、最大横距が 

１３３メートル及び１２９メートル、９０度回頭に要する時間が左

旋回で３８秒９、右旋回で４２秒１であり、全速力後進を発令して

から船体が停止するまでの所要時間及び最短停止距離が１分３３秒

及び３１７メートルであった。 

(2) Ｂの設備 

Ｂは、平成７年４月に進水し、最大搭載人員が船員２人及び旅客

１２人のＦＲＰ製モーターボートで、船体中央やや後方に操舵室を

配し、同室右舷寄りに舵輪、機関操縦レバー及び操縦席を設け、同

室前部中央に魚群探知機能の付いたＧＰＳプロッター（以下「ＧＰ

Ｓプロッター」という。）及びレーダーをそれぞれ備えていた。 

(3) 本件発生に至る経緯 

Ａは、ａ受審人ほか４人が乗り組み、海砂１,３４０立方メート
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ルを積載し、船首３.４メートル船尾５.６メートルの喫水をもって、

令和５年８月６日１９時５０分愛媛県長浜港を発し、阪神港に向か

った。 

ａ受審人は、出港操船に引き続いて単独の船橋当直に就き、航行

中の動力船を示す法定の灯火を表示し、伊予灘東部を北上して安芸

灘南航路第１号灯浮標を航過し、２２時０５分波妻ノ鼻灯台から 

２２３度（真方位、以下同じ。）３.４３海里の地点で、針路を 

０３１度に定め、機関を全速力前進にかけて１１.０ノットの速力

（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵により進行した。 

ａ受審人は、１号レーダーをコースアップの２海里レンジで船首

方を３.５海里表示させるオフセンターとして作動させ、操舵スタ

ンド後方に置いた椅子に腰を掛けた姿勢で操船に当たり、右舷前方

にＢの白、緑２灯を初認し、右舷後方に自船より速い同航するフェ

リーを認め、同船が自船の右舷側を追い越す状況となったことから

注意し、Ｂから目を離して続航した。 

２２時１５分半ａ受審人は、波妻ノ鼻灯台から２３８度１.６２

海里の地点に達したとき、Ｂが右舷船首３３度１.１海里のところ

となり、その後同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢

で接近する状況であったが、右舷側を追い越しているフェリーを見

ることに気をとられ、方位変化を確かめるなど、Ｂに対する動静監

視を十分に行わなかったので、この状況に気付かなかった。 

ａ受審人は、Ｂの進路を避けることなく進行し、２２時１８分僅

か前右舷船首至近に迫った同船を認め、昼間信号灯を照射して機関

を中立運転としたものの、効なく、２２時１８分僅か過ぎ波妻ノ鼻

灯台から２４８度１.２３海里の地点において、Ａは、原針路及び

原速力のまま、その船首がＢの左舷船尾部に、前方から５２度の角
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度で衝突した。 

当時、天候は晴れで風力２の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央

期にあたり、視界は良好であった。 

また、Ｂは、ｂ受審人が１人で乗り組み、知人１０人を乗せ、花

火大会の観覧を終えて帰航する目的で、船首０.５メートル船尾 

１.０メートルの喫水をもって、同日２１時１０分愛媛県今治港第

２区を発し、同県松山港第１区の係留地に向かった。 

ｂ受審人は、航行中の動力船を示す法定の灯火を表示し、レーダ

ー及びＧＰＳプロッターを作動させ、操縦席に腰を掛けた姿勢で操

船に当たり、安芸灘東部を西行し、波妻ノ鼻西方沖合を南下してい

たところ、右舷前方に北上するフェリーの灯火を認めたので、同船

と左舷を対して航過することとし、２２時１５分半波妻ノ鼻灯台か

ら２２６度１,０００メートルの地点で、針路を２６３度に定め、

機関を回転数毎分２,０００にかけて１８.０ノットの速力で、手動

操舵により進行した。 

針路を定めたとき、ｂ受審人は、左舷船首１９度１.１海里のと

ころに、Ａの白、白、緑３灯を視認することができ、その後同船が

前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況であっ

たが、北上するフェリーの動静に気をとられ、見張りを十分に行わ

なかったので、このことに気付かなかった。 

ｂ受審人は、警告信号を行うことも、間近に接近しても、衝突を

避けるための協力動作をとることもなく続航し、Ｂは、原針路及び

原速力のまま、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは、船首部外板に修理を要しない擦過傷等を生じ、

Ｂは、左舷船尾部外板に破口等を生じ、転覆した後に沈没し、Ｂ同

乗者９人が頚椎捻挫等を負った。 
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（航法の適用） 

本件は、夜間、波妻ノ鼻南西方沖合において、北上中のＡと西行中の

Ｂとが衝突したもので、衝突地点付近は、海上交通安全法の適用海域で

あるが、同法には本件に適用される航法規定がないことから、一般法で

ある海上衝突予防法が適用されることとなる。 

両船は、ともに航行中の動力船に該当し、互いに他の船舶の視野の内

にあり、ＡからはＢを右舷前方に、ＢからはＡを左舷前方にそれぞれ見

て、互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近し、Ａが避航義

務を、Ｂが針路、速力の保持、警告信号及び協力動作履行の各義務を果

たすのに十分な時間的、距離的余裕があったものと認められることから、

海上衝突予防法第１５条の横切り船の航法によって律するのが相当であ

る。 

 

（原因及び受審人の行為） 

本件衝突は、夜間、波妻ノ鼻南西方沖合において、両船が互いに進路

を横切り衝突のおそれがある態勢で接近した際、北上するＡが、動静監

視不十分で、前路を左方に横切るＢの進路を避けなかったことによって

発生したが、西行するＢが、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突

を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 

ａ受審人は、夜間、波妻ノ鼻南西方沖合において、阪神港に向けて北

上中、右舷前方にＢを認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよ

う、方位変化を確かめるなど、同船に対する動静監視を十分に行うべき

注意義務があった。しかるに、同人は、右舷側を追い越しているフェリ

ーを見ることに気をとられ、Ｂに対する動静監視を十分に行わなかった

職務上の過失により、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態

勢で接近している状況に気付かず、Ｂの進路を避けることなく進行して
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衝突を招き、Ａ及びＢ両船にそれぞれ損傷を生じさせ、Ｂ同乗者９人を

負傷させるに至った。 

以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の四級海技士（航海）の業務を

２か月停止する。 

ｂ受審人は、夜間、波妻ノ鼻南西方沖合において、松山港に向けて西

行する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に

行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、北上するフェリーの動

静に気をとられ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前

路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するＡに気付かず、警

告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもなく進

行して衝突を招き、Ａ及びＢ両船にそれぞれ損傷を生じさせ、自船同乗

者９人を負傷させるに至った。 

以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

  

よって主文のとおり裁決する。 

  

  令和６年６月２６日 

    広島地方海難審判所 

         審 判 官  永  本  和  寿 

 


